
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士事務所（個人事務所） → 健康保険、厚生年金は任意包括適用 

税理士事務所（個人事務所、従業員 5 人未満）  

→健康保険、厚生年金は任意包括適用 

税理士事務所（個人事務所、従業員 5 人以上）  

→健康保険、厚生年金は強制適用 

 

 適用除外の申請が必要！ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
作成：関東信越税理士国民健康保険組合 

さいたま市大宮区桜木町 4-376-1 

TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030 

     
こちらのＱＲコードをスマート 
フォンで読み込むと組合ＨＰへ 
アクセスできます。 参考 ： 厚生労働省 

【強制適用事業所】約 232 万事業所

★常時 1 名以上使用される者がいる、法人の事業所（A）

★常時 5 名以上使用される者がいる、 

法定 16 業種に該当する個人の事業所（B） 

 

★上記以外の事業所（C） 

※労使合意により任意に適用事業所となることは可能（任意包括適用） 

注：事業所数は 2019 年 11 月末現在 

 

 

【見直し内容】 

弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業（※） 

を適用業種に追加する。 

 

（※）弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士 

   社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 


